
4 調査票の提出が必要な申込手続き

1-4-1 調査票の提出が必要な申込手続き

現行NACCSの設定は行わず、第7次NACCSの総合運転試験及び第7次NACCS更改時より使用する設定につきましては、
調査票によりNACCSセンターで設ける専用のメールアドレス宛にご依頼をしていただく必要がございます。
対象となる設定は以下のとおりです。
下記の調査票での設定は現行(第6次)NACCSには反映いたしません。現行から変更を行う場合は利用者設定業務、もしくはNSSから設定
してください。（1-4-2、 1-4-3、 1-4-5の一部については第7次NACCSのみの設定です）

章番号 調査票名 対象業種 内容

1-4-2 納付書関連情報の出力先に係る調査票
輸出入者、

通関業者(代表通関業者)
輸出入者に係る納付書等の出力先を、代表通関業者・輸出入
者・申告者から選択し登録します。

1-4-3
輸出入許可通知情報等二重出力用宛先
管理調査票（自社システムのみ）

通関業
輸出入許可通知情報等を、当初業務を実施した端末に出力する
ことに加え、自社システム(SMTP双方向、SMTP/POP3)にも出力
させる必要がある場合に登録します。

1-4-4
ACL情報の統合電文出力先に係る調査票
（自社システム(SMTP/POP3)のみ）

船会社、船舶代理店、
NVOCC、CY

ACL情報を､本情報の他に品名情報等として分割せず、全情報と
して統合した電文を自社システム(SMTP/POP3)へEXC型電文と
して出力可能とするための調査票です｡

1-4-5
メール型宛先管理に係る調査票
（自社システム(SMTP/POP3)のみ）

全業種
メール処理方式のINQ/EXZ型電文の宛先管理設定を登録しま
す。

1-4-6
会話型宛先管理に係る調査票
（原則自社システムのみ）

全業種 インタラクティブ処理方式の宛先管理設定を登録します。

1-4-7
EXC電文宛先管理に係る調査票
（原則自社システムのみ）

全業種 出力パターンがEXC型の宛先管理設定を登録します。
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1-4-2 調査票の提出が必要な申込手続き【納付書関連情報の出力先に係る調査票】

輸出入者に係る納付書等の出力先を、代表通関業者・輸出入者・
申告者から選択し登録します。

①現在の設定状況を「納付書等出力先登録呼出し(UNF11)」業
務よりご確認いただきますよう、お願いいたします。

納付書等A/納付書等B出力先
Ａ：海上・航空共に申告者に出力（初期基本設定）
Ｂ：海上・航空共に輸出入者に出力
Ｃ：海上・航空共に代表通関業者に出力
Ｄ：海上は代表通関業者に出力し、航空は申告者に出力
Ｅ：海上は申告者に出力し、航空は代表通関業者に出力

②現在海上のみ代表通関業者に設定されている場合は「D」に
該当します。
航空分も含めて全て代表通関業者に出力先を変更される場合は、
「C」をご入力ください。

③納付書等A/納付書等B出力先にてC～Eに設定する場合のみ、
代表通関業者に指定する通関業者の利用者コードを入力ください。

納付書A、納付書Bともに出力先を
「Ａ：海上・航空共に申告者に出力（初
期基本設定）」とする場合は、当該調査
票の提出は不要です。

※現行(第6次)にて、代表通関業者として出力設定されているお客様が変更を希望される場合のみご提出ください。

ポイント

1-4-3 調査票の提出が必要な申込手続き【輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理調査票】

輸出入許可通知情報等を、当初業務を実施した端末に出力するこ
とに加え、自社システム(SMTP双方向、SMTP/POP3)にも出力す
る必要がある場合に登録します。

①自社システム(SMTP双方向またはSMTP/POP3)を利用されて
いる通関業のお客様で、現在、「輸出入許可通知情報等二重出
力用宛先管理」を設定されており、第7次NACCS向けに出力先を
変更されたい場合にご提出ください。

②原則第6次NACCSの設定を第7次NACCSに引き継いで設定を
行います。第7次NACCS向けに設定を変更されるお客様、自社シ
ステム(SMTP双方向)において、第7次用として論理端末名を変更
するお客様は提出が必要です。
自社システムSMTP双方向において論理端末名を変更しないお客
様は原則ご提出不要です。

ポイント
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1-4-4 調査票の提出が必要な申込手続き【ACL情報の統合電文出力先に係る調査票】

ACL情報を､本情報の他に品名情報等として分割せず、全情報として統合した
電文をメール処理方式の自社システム(SMTP/POP3)へEXC型電文として出
力可能とするための調査票です｡

①自社システム(SMTP/POP3)をご利用の船会社、船舶代理店、NVOCC、
CYのお客様で、現在メール処理方式にて受信しているACL情報を本情報
(SAT140等)ではなく統合電文である新規帳票の全情報(SAT221等)で受
信を希望される場合のみご提出ください。

②本調査票のお申込みをいただくと第7次NACCSでは、本情報(SAT140
等)ではなく、新規帳票の全情報(SAT221等)で出力されます。

③統合電文の新規帳票SAT221等の出力先はメールボックスのみ指定が
可能です。

SAT140 ACL情報(コンテナ船本情報)

SAT141 ACL情報(記号番号情報)

SAT142 ACL情報(品名情報)

SAT145 ACL変更情報(コンテナ船本情報)

SAT146 ACL変更情報(記号番号情報)

SAT147 ACL変更情報(品名情報)

統合電文による出力情報既存の受信情報

ACL01

ACL情報登録(コンテナ船用)

業務コード/業務名
出力情報

コード
出力情報名

SAT221 ACL情報(コンテナ船全情報)

SAT222 ACL変更情報(コンテナ船全情報)

出力情報

コード
出力情報名

ACL01(コンテナ船用)の出力情報の変更例

ポイント

1-4-5 調査票の提出が必要な申込手続き【メール型宛先管理に係る調査票】

メール処理方式の自社システム(SMTP/POP3)の INQ/EXZ型電
文の宛先管理設定を登録します。

①現在、メール処理方式の自社システム(SMTP/POP3)をご利用い
ただいているお客様が対象です。

②NSSにて[契約内容の確認]-[一般NACCS]タブにて処理方式に
『POP3』の表記がある利用者IDのみ、設定が可能です。

③(netNACCS等の)「論理端末名」を指定する場合は、同一利用
者コードのnetNACCS用利用者IDで利用している論理端末名を
ご入力ください。

④設定対象の利用者IDを保有する事業所コードをNSSよりご確認
の上お申込み下さい。

ポイント
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1-4-6 調査票の提出が必要な手続き【会話型宛先管理に係る調査票】

インタラクティブ処理方式の宛先管理設定を登録します。

①現在、インタラクティブ処理方式の自社システムをご利用いただいて
いるお客様が対象です。

②出力先利用者コードは出力端末名にSMTP双方向向け
出力端末名を指定しているかつ、自社システム向けの障害電文
取り出し用の利用者コードを指定したい場合のみ入力してください。
基本的にはブランクで入力する項目です。

ポイント

1-4-7 調査票の提出の必要な手続き【EXC型宛先管理に係る調査票】

出力パターンがEXC型の宛先管理設定を登録します。

①出力情報コードの設定例は以下のとおりです。
・個別の出力情報を指定する場合の入力例(6桁指定)
SAD001

・全てのEXC型電文を対象にする場合の入力例
999999

②送信先種別に
I：QST型(即時型)
E：QEX型(蓄積型)
M：メール型入力
のいずれかを必ず入力してください。送信先種別の入力内容により
各処理方式に応じた項目のご入力が必要です。

ポイント

14



1-4-8 調査票ブランクフォームの掲載場所

■第７次用システム設定調査票
・納付書関連情報の出力先に係る調査票
ブランクフォーム 記入例

・輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理調査票（自社システム用）
ブランクフォーム 記入例

・ACL情報の統合電文出力先に係る調査票（自社システム(SMTP/POP3)用）
ブランクフォーム 記入例

・メール型宛先管理に係る調査票（自社システム(SMTP/POP3)用）
ブランクフォーム 記入例

：
：

第7次用調査票申込手続

調査票はNACCS掲示板にて掲載を行います。設定の必要な調査票をダウンロードの上、お申込みください。

1-4-9 調査票の提出方法について

1-4-2～1-4-7でご案内した調査票は、第7次NACCSの総合運転試験及び第7次NACCS更改時より変更を行う為の設定で
す。調査票のご提出はNACCSセンター担当部署の専用Eメールアドレス宛にお申込みいただく必要がございます。
※調査票での設定は現行(第6次)NACCSには反映いたしません。現行から変更を行う場合は利用者設定業務、もしくはNSSか
ら設定してください。

【調査票送付先】
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 システム企画部 第7次NACCS調査票申込担当宛

Eメール：v7moushikomi@naccs.jp ※Eメールの件名には、事業所コード 第7次用調査票 とご記入ください
（件名例：xxx001(事業所コード) 第7次用調査票）

調査票内容を確認し確定しましたら、NACCSセンターよりNSS上の該当の事業所コードのシステム設定添付ファイルに代
理登録をさせていただきます。
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1-4-10 各種申込時期と総合運転試験・第7次環境への反映時期について

第6次NACCSに関する申込 第7次NACCSに関する申込

第7次NACCSへの反映時期 試験の予定時期と内容NSSシステム登録日
(利用開始日)

調査票による申込み
（受理日注1）

5月下旬頃までの利用開始
申込みを対象とする見込み

7月1日(火) 総合運転試験 フェーズ1から
7月

(習熟訓練・機能確認)

未定
(総合運転試験説明会等で
詳細な日程をご案内します)

フェーズ2開始2週間前まで 総合運転試験 フェーズ2から
7月から8月

(習熟訓練・機能確認・業務連動)

フェーズ3開始2週間前まで 総合運転試験 フェーズ3から
8月から9月

(実運用に即した業務確認等)

ー 総合運転試験 フェーズ4から 10月上旬(TCC業務のみ)

10月1日(水) 第7次NACCS稼働から(総合運転試験不可)

第6次NACCS用NSSの申込みおよび調査票による申込情報については、以下の日程を目安に総合運転試験の各フェーズ開始前に第7
次NACCS総合運転試験環境に反映いたします。ご契約の変更を予定されている場合は、以下日程についてご留意の上お申込みくだ
さい。
第6次NACCSでご利用される各種申込の最終期限や、第7次NACCS向けの申込の具体的な期限については総合運転試験説明会で詳
細をご案内いたします。第6次NACCS更改時と同様、更改直前に申込停止期間を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
なお、更改日以降に反映を希望されるご契約変更情報につきましては、申込締切日までに審査終了している場合、第7次NACCS用
NSSに情報を移行し反映を行う予定としています。

総合運転試験に関する申込反映予定

注1：NACCSセンターにて受信後、お申込み内容を確認の上受理の旨の返信を差し上げた日を受理日とさせていただきます。
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